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災害時における協定の締結について

区は、災害時において区の区域内における災害応急対策等の円滑な実施を期するため、

様々な団体と協定を締結し、協力体制を確立している。

今回、以下のとおり、災害時における協定の締結について報告をする。

１ 災害時における区民の行政手続の支援活動に関する協定

（１）協定締結先

東京都中野区上鷺宮二丁目４番１号１３０３

東京都行政書士会中野支部

（２）主な協定内容

① 罹災証明書、自動車登録、許認可、その他官公署に提出する書類の作成及びその

提出手続

② 相続関係書類、その他権利義務、事実証明関係書類の作成

③ その他行政書士法に定める業務

（３）協定締結日

令和２年９月１５日（火）

２ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定（再協定）

（１）協定締結先

東京都中野区弥生町二丁目５２番８号

一般社団法人東京都トラック協会中野支部

（２）主な再協定内容

中野区災害時物流コーディネーターの派遣及び役割等の追記

（３）協定締結日

令和２年９月１５日（火）

３ 災害時における相互応援に関する協定

（１）協定締結先

福島県喜多方市字御清水東７２４４番地２

福島県喜多方市

（２）主な協定内容

① 食糧や飲料水等の救援物資や資機材等の供給又は貸与

② 応急復旧活動等に必要な職員の派遣

③ 被災者の受入れ及び一時収容のための施設の提供

（３）協定締結日

令和２年１０月２日（金）


